
大気汚染防止法の改正について 

環境省 水・大気環境局大気環境課  

水銀大気排出規制の導入に向けた説明会 

～ 水銀大気排出規制の実施に向けて ～ 
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１．水銀に関する水俣条約 
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○2001年：国連環境計画（UNEP）が地球規模の水銀汚染に係る

調査活動を開始 

○2002年：人への影響や汚染実態をまとめた報告書を公表（世界
水銀アセスメント） 

•水銀は様々な排出源から様々な形態で環境に排出され、分
解されず、全世界を循環。 

•人への毒性が強く、特に発達途上（胎児、新生児、小児）の
神経系に有害。食物連鎖により野生生物へも影響。 

•先進国では使用量が減っているが、途上国では依然利用さ
れ、リスクが高い。 

•自然発生源もあるが、人為的排出が大気中の水銀濃度や堆
積速度を高めている。 

•世界的な取り組みにより、人為的な排出の削減・根絶が必要。 

世界水銀アセスメント(2002) 
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○ 先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄
等の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むことにより、水
銀の人為的な排出を削減し、越境汚染をはじめとする地球的規
模の水銀汚染の防止を目指すもの。 

○ 世界最大の水銀利用・排出国である中国や、化学物質・廃棄
物に関する条約をこれまで批准していない米国も積極的に交渉
に参加。多くの国の参加を確保しつつ、その中で水銀のリスクを
最大限削減できる内容に合意。 

○“Minamata Convention“の命名は、水俣病のような健康被害
や環境破壊を繰り返してはならないとの決意と、対策に取り組
む意志を世界で共有する意味で有意義。また、水俣病の教訓や
経験を世界に伝えるとともに、現在の水俣市の姿を内外にア
ピール。 

「水銀に関する水俣条約」の意義 
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• 水銀に関する水俣条約は、50か国目の締結の日
の後90日目に効力が発生。 

• 平成28年10月１日時点で32か国が締結済。 

• 我が国は平成28年2月2日に条約を締結し、23か
国目の締約国となった。 

＜締約国一覧＞  

米国、ジブチ、ガボン、ガイアナ、モナコ、ウルグアイ、ギニア、ニカラ
グア、レソト、セーシェル、アラブ首長国連邦、マダガスカル、モーリタ
ニア、モンゴル、サモア、パナマ、チャド、メキシコ、ヨルダン、クェート、
ペルー、ボリビア、日本、セネガル、ザンビア、スイス、マリ、ボツワナ、
エクアドル、中国、スワジランド、アンティグア・バーブーダ（締結順） 

水俣条約の締結状況 
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２．大気汚染防止法の改正 
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水銀大気排出対策等の検討の経緯 

平成25年（2013年）10月 水銀に関する水俣条約を採択 （熊本市･水俣市で開催された外交会議） 

平成26年（2014年）３月 
環境大臣より中環審に対し、「水銀に関する水俣条約を踏まえた
今後の水銀対策について」諮問 

平成27年（2015年）１月 
中環審から環境大臣に対し、「水銀に関する水俣条約を踏まえた
今後の水銀対策について」答申 

６月 大気汚染防止法を改正（水銀排出施設の届出、排出基準の遵守等） 

11月 大気汚染防止施行令を改正（水俣条約の対象施設を水銀排出施設に指定） 

12月 
環境大臣より中環審に対し、「水銀に関する水俣条約を踏まえた
水銀大気排出対策の実施について」諮問 

平成28年（2016年）２月 日本が水俣条約を締結 

４月 
 

中環審 大気・騒音振動部会 大気排出基準等専門委員会が、排
出基準等を検討し、第一次報告書（案）を取りまとめ 
             ⇒ パブリックコメント実施 （4月28日から5月27日） 

６月 
中環審から環境大臣に対し、「水銀に関する水俣条約を踏まえた
水銀大気排出対策の実施について」第一次答申 

９月 
大気汚染防止法施行令･施行規則を改正（排出基準の規定等） 

排出ガス中の水銀測定法（告示）を制定・公布 

10月以降 
中環審 大気・騒音振動部会 大気排出基準等専門委員会にて、 
要排出抑制施設の自主的取組のフォローアップのあり方を検討 14 

















①規制対象となる施設（水銀排出施設） 
②施設設置、構造変更の届出 

③排出基準 

④排出ガス中の水銀測定・記録・保存 

⑤要排出抑制施設 

⑥施行期日・経過措置 

３．水銀大気排出の新たな規制 
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①規制対象となる施設（水銀排出施設）（３） 

水俣条約の 
対象施設 

大気汚染防止法の 

水銀排出施設 

要件  
（規則 別表第三の三） 

非鉄金属（銅、
鉛、亜鉛及び工
業金）製造に用
いられる精錬及
び焙焼の工程 

二次 
施設 

銅、鉛又
は亜鉛 

 

• 令別表第一の三～五に掲げる施設及び一四に掲げる施設のうち銅、
鉛又は亜鉛の二次精錬用のもの 

• 令別表第一の二四に掲げる溶解炉のうち鉛の二次精錬（鉛合金の
製造を含まない。）用のもの 

• ダイオキシン法施行令別表第一の三に掲げる施設（製鋼用電気炉ば
いじんから亜鉛を回収する焙焼炉等） 

（専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。） 

工業金 
 

• 令別表第一の三～五に掲げる施設のうち金の二次精錬用のもの 
（専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。） 

セ メ ン ト ク リ ン
カーの製造設備 

セメントの製造の用
に供する焼成炉 

• 令別表第一の九に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供する
もの 

廃棄物の焼却設
備 

廃棄物焼却炉 

（一般廃棄物焼却
炉、産業廃棄物焼
却炉、下水汚泥焼
却炉） 

• 令別表第一の一三に掲げる廃棄物焼却炉 

• 一般廃棄物の焼却施設（廃棄物処理法第八条第一項）、産業廃棄物
の焼却施設（廃棄物処理法施行令 第七条第三号、第五号、第八号、
第十号、第十一の二号、第十二号、第十三の二号）であって、火格子
面積が２m２以上もしくは焼却能力が200kg/時以上のもの 

（専ら排出事業者が設置する廃油焼却施設であって、原油精製工程か
ら排出された廃油以外を取り扱うものを除く。） 

水銀含有汚泥等の
焼却炉等 

• 水銀回収義務付け産業廃棄物（注１）又は水銀含有再生資源（注２）を取
り扱う施設（加熱工程を含む施設に限る。） 

（施設規模による裾切りはなし。） 

（注１）廃棄物処理法施行令で規定   （注２）水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定 26 







様式第３の５  

 

水銀排出施設設置（使用、変更）届出書  

 

平成 30 年 9 月 26 日  

 

東京都知事  殿  

 

                      東京都千代田区霞が関一丁目 2 番 2 号  

                  届出者  株式会社  大気環境  

                      代表取締役  環境  太郎  

 

大気汚染防止法第 18 条の 23 第１項（第 18 条の 24 第１項、第 18 条の 25 第１項）

より、水銀排出施設について、次のとおり届け出ます。  

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称 霞が関工場  ※整 理 番 号  

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地 
千代田区霞が関  

1－ 2－ 2 
※受理年月日  年    

水 銀 排 出 施 設 の 種 類 １  石炭ボイラー  ※施 設 番 号  

水 銀 排 出 施 設 の 構 造 
別紙１のとお

り。  
※審 査 結 果  

水 銀 排 出 施 設 の 使 用 の 方 法 
別紙２のとお

り。  

※備 考 

 

水 銀 等 の 処 理 の 方 法 
別紙３のとお

り。  

参 考 事 項  

 

代表 

者印 

届出記入例（石炭ボイラーの設置届） 

・複数当てはまる場合は、
主たる目的のものを記入 

・施行規則別表第３の３に
掲げる項番号及び名称 

・ばい煙発生施設の届出
と一致しない場合も想定
される（主たる目的では
ないが、水銀排出施設に
該当する事業を行なって
いる場合も届出が必要） 
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届出記入例（石炭ボイラーの設置届：別紙２） 

・乾きガス中の濃度（平均的な濃度）。 

・水銀等の処理施設がある場合には、
処理後の濃度。 

・設置の届出の時点で実測値が得ら
れない場合は設計値等でも可（ただ
し、定期測定の結果と大きく異なる
場合は変更届を提出）。 

・代表値や平均値を記載すること。 
・幅記載することでも差し支えない。 

31 



別紙２  

水銀排出施設の使用の方法  

工場又は事業場における施設番号 1 号炉   

使 用 状 況 

１ 日 の 使 用 時 間 

及 び 月 使 用 日 数 等 

0 時～ 24 時  

時間 /回  回 /日  24 日 /月  

    時～     時  

 時間 /回  回 /日  日 /月  

季 節 変 動 通年   

原 材 料 

（ 水 銀 等

の 排 出 に

影 響 の あ

る も の に

限 る 。 ） 

種 類 廃プラ、廃油、木くず、汚泥  

使 用 割 合 
廃プラ：廃油：木くず：汚泥 

＝３：３：１：３ 
 

原 材 料 中 の 水 銀 等

含 有 割 合 

 廃プラ：0.2  mg/kg  
 廃油 ：0.01 mg/kg 
 木くず：0.3  mg/kg 
 汚泥 ：0.02 mg/kg 

 

１ 日 の 使 用 量 150 t/d  

燃 料 

（ 水 銀 等

の 排 出 に

影 響 の あ

る も の に

限 る 。） 

種 類   

燃 料 中 の 水 銀 等 の 

含 有 割 合 
  

通 常 の 使 用 量   

混 焼 割 合   

排出ガス量（Ｎｍ 3／ｈ）  

湿り  最大 440,000 通常 380,000 最大  通常  

乾き  最大 350,000 通常 290,000 最大  通常  

排出ガス中の酸素濃度（％） 11.5 ℃   

水銀濃度  

（ µｇ／Ｎｍ 3）  

全 水 銀 1.6 μ g/Nm3   

ガ ス 状 水 銀 1.5 μ g/Nm3   

粒 子 状 水 銀 0.1 μ g/Nm3   

参 考 事 項  

 

届出記入例（廃棄物焼却炉の設置届：別紙２） 

・乾きガス中の濃度（平均的な濃度）。 

・水銀等の処理施設がある場合には、
処理後の濃度。 

・設置の届出の時点で実測値が得ら
れない場合は設計値等でも可（ただ
し、定期測定の結果と大きく異なる
場合は変更届を提出）。 

・代表値や平均値を記載すること。 
・幅記載することでも差し支えない。 

・事業者において水銀含有量の測定
が不可能な場合は、空欄でも差し支
えない。 （例：梱包された状態での処
理が求められる感染性廃棄物） 
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届出記入例（石炭ボイラーの設置届：別紙３） 

・施設の構造上の理由などにより
測定が不可能な場合において
は、「処理前」「捕集効率」の欄
は空欄とする等柔軟に対応。 

・水銀等の処理施設の構造図及
びその主要寸法を記入した概
要図を添付。 

・既存施設で水銀濃度の測定実
績が無い場合は、「処理後」欄
が空欄でもよい。 

・ただし、施行後の定期測定結果
を踏まえて、変更届を提出する
こと。 

・水銀等の大気排出抑制に効果
があると考えられる排出ガス処
理設備について記載。 
（例：電気集じん機、スクラバー） 
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④排出ガス中の水銀濃度の測定（１） 

 ○ 全水銀 （ガス状水銀 及び 粒子状水銀） 

測定対象 

理由① 欧米の測定法では、ガス状水銀と粒子状水銀を合わせた全水銀を測定対象と
しており、諸外国とのデータの比較を考えると、我が国も全水銀を測定対象とす
ることが望ましいため。 

理由② 多くの場合は粒子状水銀が全水銀に占める割合は小さいと考えられるものの、
実態調査において、ガス状水銀と粒子状水銀が同程度排出されていた施設が
存在したため。 

 ○ バッチ測定 

   ※連続測定は現在の測定機では粒子状水銀が測定対象外であるなどの難点がある。 

測定方式 
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④排出ガス中の水銀濃度の測定（２） 

試料採取・分析方法 

○ ガス状水銀 【湿式吸収－還元気化原子吸光法】 

  JIS K 0222（排ガス中の水銀分析方法）を基本とし、主に以下の点を変更。 

 排出ガスの吸引量・・・１００Ｌ程度（吸引流速は0.5～1.0Ｌ/分） 

バッチ稼動施設で１００Ｌの連続吸引が不可能な場合は、連続吸引可能な最大量 

 排出ガスの洗浄方法・・・鉱石などのばい焼ガスなど、二酸化硫黄濃度の高い排
出ガスや有機物の多い排出ガスは、硝酸（5%）過酸化水素水（10%）混合溶液等
による洗浄を行う。洗浄瓶と吸収瓶との間に空瓶を1個置き、洗浄液瓶及び空瓶
に捕集された溶液も、水銀濃度を定量する。 

○ 粒子状水銀 

 JIS Z 8808（排ガス中のダスト濃度の測定方法）に準拠してフィルターに粒子状水
銀を含むダストを等速吸引により捕集し、 １，０００Ｌ程度を採取する。 

バッチ稼動施設で1,000Ｌの連続吸引が不可能な場合は、連続吸引可能な最大量 

 分析は湿式酸分解法‐還元気化‐原子吸光法又は加熱気化‐原子吸光法を用いて
分析する。 

 
 ○ 環境省告示第九十四号 排出ガス中の水銀測定法  

   http://www.env.go.jp/air/suigin/kokuji.pdf 38 





④排出ガス中の水銀濃度の測定（４） 

  

酸素濃度補正 

※非鉄金属の精錬又は精製の用に供する施設（施行規則別表第３の３の３の項から６の項に掲げる施設）につい
ては、個別の工程や施設ごとに燃焼温度、空気比等の燃焼条件が異なり、排出ガス中の残存酸素により評価す
ることが困難であると認められることから、標準酸素濃度補正を行わない。同様に、熱源として電気を使用する施
設（新省令別表第３の３の８の項に含まれる、廃棄物を処理する製鋼用電気炉等）についても、排出ガス中酸素
濃度が一般大気程度の比率であることから、標準酸素濃度補正を行わない。 

測定結果の補正方法は、他の有害大気汚染物質と同様、標準酸素濃度補正方式を導
入することとし、以下の式によって所定の酸素の濃度に換算したものを濃度とする。 

施設の種類 O n（％） 

一の項、二の項   （石炭燃焼ボイラー等） ６ 

七の項        （セメント製造施設） 1 0  

八の項、九の項   （廃棄物焼却炉等） 1 2  

C ＝ (21－On)／(21－Os)×Cs 
C：酸素の濃度Onにおける濃度（０℃、101.32 kPa）(μg/Nm3) 

On：施設ごとに定める標準酸素濃度（％） 
Os：排出ガス中の酸素の濃度（％）。ただし、排出ガス中の酸素の濃度が20％を超える

場合は、Os ＝ 20とする。 

Cs：排出ガス中の実測水銀濃度（０℃、101.32 kPa）(μg/Nm3) 

(注) １.「施設の種類」は、新省令別表第３の３に掲げる項を示す。 

       ２．上表に記載のない項に掲げる施設については、酸素濃度補正は不要（※）。 
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④排出ガス中の水銀濃度の測定（５） 

  

水銀濃度の表示 

 水銀濃度は、ガス状水銀と粒子状水銀の濃度の合算で表示する。ただし、ガス状水銀
と粒子状水銀の濃度についても、それぞれ分かるように表示する。 

水銀濃度の表示について、法令等の規定ではないが、以下の事項に留意いただきたい。 

○下限値付近の濃度の表示 

 定量下限以上の数値はそのまま表示し、検出下限以上で定量下限未満の場合は、定量下限以
上の値と同等の精度が保証できない数値であることが分かるような表示方法（例えば括弧付にする
など）で記載する。 

○ガス状水銀濃度と粒子状水銀濃度の合算方法 
①両方が定量下限以上の場合は、それぞれを合算。 

②両方が検出下限以上で定量下限未満の場合は、それぞれを合算し、定量下限以上の値と同等
の精度が保証できない数値であることが分かるような方法（例えば括弧付にするなど）で表示。 

③一方が定量下限以上で、他方が検出下限以上定量下限未満の場合は、大きい方の数字の表
示方法に従う。すなわち、定量下限値以上の数値が検出下限以上定量下限未満の数値より小
さい場合は、合算した数値をカッコ付きなどの方法で表示。 

④両方が検出下限未満のものは、検出下限未満であったことが分かるように表示。 

⑤一方が、検出下限未満の場合は、その値を０（ゼロ）として合算して、検出下限以上であった数
字の表示方法に従う。 

※濃度については、ガス状水銀及び粒子状水銀それぞれについて、有効数字２桁として３桁目以
降を切り捨て、検出下限未満の場合には、検出下限未満であったことを表示する。ただし、表示
する桁は、試料ガスにおける検出下限の桁までとし、それより下の桁は表示しない。なお、試料ガ
ス採取量については、JIS規格Z8401の規定によって数字を丸め、有効数字３桁で表示する。 
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④排出ガス中の水銀濃度の測定（７） 

  

測定頻度 

①排出ガス量が４万Nm3/時以上の施設 
４か月を超えない作業期間ごとに 
１回以上 

②排出ガス量が４万Nm3/時未満の施設 
６か月を超えない作業期間ごとに 
１回以上 

③専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする 
 乾燥炉 

年１回以上 

④専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする 
 溶解炉 

年１回以上 

以下の①～④の頻度で定期測定を行う。 

（参考）ばい煙発生施設においては、排出ガス量が１時間当たり４万Nm3以上の施設にあっては２ヶ
月を超えない作業期間ごとに１回以上、排出ガス量が１時間当たり４万Nm3未満の施設にあって
は６ヶ月を超えない作業期間ごとに１回以上の頻度でばい煙濃度を測定することとされている。 

（注）③及び④については、基本的に水銀等が発生しないと考えられるが、制度上、施設の構造上又は
現実的に制限されることではないことから、当該施設から水銀等が発生しないことを確認するために、
年１回以上の測定を求める 

＜排ガス量４万Nm3/時以上の施設の測定イメージ＞ 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

ばい煙 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

水銀 ○ ○ ○ 
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④排出ガス中の水銀濃度の測定（８） 

測定結果は、平常時における平均的な排出状況を捉えたものか適切に確認する必要が
ある。 

○排出基準を上回る濃度が検出された場合 

 水銀排出施設の稼働条件を一定に保ったうえで、速やかに３回以上の再測定（試料採
取を含む）を実施し、初回の測定結果を含めた計４回以上の測定結果のうち、最大値及
び最小値を除く全ての測定結果の平均値により評価する。 

※初回の測定結果が排出基準の値の1.5倍を超過していた場合は、初回測定結果が
得られた後から30日以内に、それ以外の場合は60日以内に実施し結果を得ること。 

測定結果の確認方法 

※定期測定の結果が出た時点で定期点検等のため休止している場合や、自然災害等によるやむ
を得ない事情がある場合は、上段の限りではなく、また再測定のみを目的に施設を稼働する必
要はないが、できる限り速やかに再測定を行うこと。 

※測定結果は最大及び最小を含む全ての値について記録･保管しておくこと。 

※再測定後の評価でも排出基準を上回る場合は、関係自治体に連絡するとともに、原因究明を行
い、再発防止のための抑制措置をとること。 

※次の定期測定は、最後の再測定日から４か月（又は６か月）を超えない作業期間ごとに測定する
こと。（ただし、排出基準を上回っている場合は都道府県知事等の指示に従って測定すること） 

※排出基準は、環境中を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという観点から設定したもの
であることから、排出基準を超える水銀等が排出されたとしても直ちに地域住民に健康被害を生
じるものではないことに留意が必要。 44 













経過措置（１） 

改正大気汚染防止法の施行日において現に設置されている既存施設（設置の工事が
着手されているものを含む。）には、新規施設に係る排出基準（新省令別表第３の３）で
はなく、新省令附則第２条第１項で規定する新省令附則別表第１に定める排出基準を
適用する。 

既存施設の排出基準 

  

既存施設に対する排出基準の適用猶予 

排出基準に適合させるために、水銀排出施設又は水銀等の処理施設（排出ガス処理
設備）を改修する場合には、改修が完了するまで、排出基準の遵守にかかる猶予期
間（改正法施行日から最大２年間）を設けることとしている。 

※この改修は、水銀等の排出量を減少させるものであるため、新省令附則第２条第５項に規定す
る「実質的な改修」には当たらず、改修後の設備が遵守すべき基準は、新省令附則第２条第１項
に規定する基準である。 

※廃棄物処理法に基づく変更許可等が必要な施設については、改正法施行後１年以内に申請
した場合にかぎり、審査期間を考慮した経過措置を設けている。（新省令附則第２条第４項） 
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経過措置（２） 

① 石灰石に係る経過措置の適用 

石灰石中の水銀含有量を以下の手順により測定し、その値が単月において0.05 mg/kg以上の

場合は、測定結果及び原料とする石灰石の変更が困難な理由を明記した書面等を都道府県知
事等に届け出る。 

 ア クリンカ製造ラインに投入される石灰石から１ヶ月間に複数回（上旬、中旬、下旬など）に分
けて試料を採取し、粉砕・混合した後、縮分により調製し、測定用試料とする。 

 イ 測定用試料を「還元気化原子吸光分析法」、「加熱気化原子吸光分析法」等により分析して
水銀含有量を求め、採取月の石灰石中の水銀含有量とする。 

※毎月、ア及びイにより石灰石中の水銀含有量を測定し、分析データ等の測定結果に関する資
料を３年間保存し、都道府県知事等からの求めがある場合は提示する。 

石灰石中水銀含有量による特例措置 

セメント製造施設において、主原料である石灰石の水銀含有量が、0.05 mg/kg 以上で
あって、その低減が困難と認められる場合には、特例として、排出基準を80 µg/Nm3  
から 140 µg/Nm3 に緩和した基準を適用する。 

② 石灰石に係る経過措置の適用の解除 

水銀含有量が多い石灰石を原料に使用していた場合、施設の特性上、排出ガス中の水銀濃度
が低下するまでには一定の期間を要することから、連続した４か月間の石灰石中の水銀含有量
がいずれも0.05 mg/kg未満となった場合に、石灰石に係る経過措置を解除する。また、その場
合には、事業者は速やかにその旨を都道府県知事等に届け出る。 
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御清聴ありがとうございました 
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環境省HP（水銀大気排出対策） 

http://www.env.go.jp/air/suigin/post_11.html 


